
３〜５歳児の保護者の皆様へ

10⽉から、保育料が無償化されます

〇 保育所の給⾷の材料にかかる費⽤（給⾷費）については、⾃宅で⼦育てを⾏
う場合も同様にかかる費⽤です。このため、保育所等を利⽤する保護者も、⾃
ら⾃宅で⼦育てを⾏う保護者と同様に、その費⽤を負担することが原則となり
ますので、無償化後も引き続き、保護者の皆様のご負担となります。

（詳細は裏⾯をご覧くださ
い。）

〇 2019年10⽉から、３〜５歳のお⼦様については保育料が無償化されるため、
知名町にお⽀払いいただく必要がなくなります。
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以上が国の制度ですが知名町の制度の説明は裏面をご確
認ください。
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※給⾷費の⾦額は、施設ごとに
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副⾷費 4,500円
（半⽇4,000円）

〜無償化後（2019年10⽉以降）〜 知名町への保育料の⽀
払いは不要になります。

本来、保護者負担となる
主⾷費・副⾷費ともに知
名町が負担します。

〇 現在、３〜５歳児の給⾷費分は、
・主⾷（お⽶など）分については直接、
・副⾷（おかず）分については（保育料の⼀部として）知名町を通じて、

保育所にお⽀払い、または現物を持参していただいております。
〇 今般、幼児教育・保育は無償化されますが、給⾷費については引き続き保護
者の皆様にご負担いただくことが原則です。ただし、知名町は全ての⼦育て世
帯の経済的⽀援策として３歳児以上の全てのお⼦さんの副⾷費主⾷費ともに町
が負担する事となりました。
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